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各介護保険サービス事業所施設　管理者　様

北海道保健福祉部福祉局　　　　　　
高齢者保健福祉課介護運営担当課長　

医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業（介護分）について
標記事業について、道では、令和６年度に光熱費等及び食材料費高騰の影響を受けている介護保険サービス事業者などの負担軽減を図るための支援を実施したところです。
令和７年度においても、下記のとおり介護保険サービス事業者等への支援を実施しますのでお知らせします。
つきましては、別途、委託先である北海道国民健康保険団体連合会より施設区分ごとに支援金額を記載した交付申請書を送付しますので、申請書が届きましたら、内容確認の上、管理者名を記入し、同封の封筒を使用して、北海道国民健康保険団体連合会宛て送付してください。
記
１　事業概要
（１）事業名
　医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業
（２）事業内容（介護分）
物価高騰の影響を受けている介護施設などの負担軽減を図るため、光熱費等及び食材料費高騰分に対し支援金を支給。
	区分
	物価高騰（光熱費等）
	食材料費

	居宅サービス
	 52,000円（事業所あたり）
	

	通所サービス
	12,000円（定員あたり）
	6,000円（定員あたり）

	居住系・施設サービス
	21,000円（定員あたり）
	18,000円（定員あたり）


（３）対象施設等（介護分）
・道内の指定介護保険サービス事業所
・軽費老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム
※一部の介護保険施設等は、食材料費については「介護施設等に対するサービス継続支援事業」の補助金で別途対応予定。
※市町村設置事業所、空床利用型短期入所生活介護、みなし対象サービス、介護予防は除く
※病院、診療所又は薬局が設置者の訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所リハについては、医療機関で対応

２　その他
　本事業に係るご案内は、当課ホームページでも掲載しています。
　（URL）https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/251980.html

 (
問い合わせ先
①
医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業
事業運営係
　
　
　電話
：
011-231-4111 
内線 2
5-680
②
介護施設等に対するサービス継続支援事業
　　基盤整備係　　　電話：0
11-231-4111 
内線 
25-672
)
